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翠
興
商
業
銀
行
券
白
樺
龍

第
五
十
巻

第

掠

四
回

回

I!'l 

論
j

華
興
一
商
業
銀
行
券
の

機

能

語

情

千子

永

華

興

雰

の

後

行

華
輿
商
業
銀
行
の
設
立
は
昭
和
十
四
年
吉
見
一
日
で
あ
っ
た
。
南
京
に
木
庄
を
世
〈
ゃ
に
も
停
え
ら
れ
た
が
、
現
寅
に
は
本
屈
を

グ

多

チ

幻

上
海
、
貸
紫
安
路
二
税

(
Z。
-
N
E
5
0合
同

E
島
)
(
但
事
務
所
)
に
設
け
て
五
月
十
六
日
開
業
し
、
南
京
に
は
分
行
を
置
き
五
月
二
十
六

日
開
業
し
て
ゐ
る
。
名
稀
は
日
華
同
一
名
に
し
で
英
名
を
国
】
O

国

E
出
問
宮
崎

E
Eヨ
2
s
-
E
E
r
と
し
、

同
行
設
行
採
た
る
華

興
奏
、
華
幣
は
記
続
表
示
を
出
国
悼
と
す
る
。
同
行
口
組
織
は
股
伶
有
限
公
司
(
株
式
曾
杜
」
で
あ
り
、
同
籍
は
中
華
民
国
維
新
政
府

に
属
す
る
法
人
で
あ
る
。
而
し
て
資
本
金
は
華
幣
五
千
商
圏
、
金
額
を
英
貨
及
米
貨
を
以
七
せ
る
梯
込
済
で
あ
り
、
出
費
者
と
し
て

は
支
那
民
間
側
並
に
第
三
国
側
白
好
煮
的
参
加
を
担
絶
す
る
も
の
で
は
た
い
が
取
敢
守
中
華
民
図
維
新
政
府
二
千
五
百
高
困
、
日
本

側
六
銀
行
二
千
五
百
寓
困
白
出
資
で
あ
る
。
因
み
に
日
本
側
六
銀
行
は
上
海
に
支
底
の
在
る

H
本
六
大
銀
行
の
参
加
す
る
所
と
な
っ

た
の
で
あ
る
が
、
横
潰
正
金
銀
行
が
其
僚
例
に
依
り
株
式
引
受
が
禁
ぜ
ら
れ
て
居
る
の

E
、
株
式
舎
一
枇
日
本
興
業
銀
行
が
代
理
し
て

十月二十三日より元香 t銀行虹口支府に本披を移すことになった o



引
交
を
注
し
た
の
で
あ
る
。
出
資
割
合
は
株
式
合
吐

H
本
興
業
銀
行
が
五
百
寓
闘
に
七
て
、
朝
鮮
銀
行
、
株
式
合
枇
蚕
湾
銀
行
、
株

式
曾
壮
三
井
銀
行
、
株
式
合
壮
三
菱
銀
行
、
株
式
曾
祉
住
友
銀
行
が
各
々
四
百
高
閲
宛
と
な
っ
て
ゐ
る
。

華
興
商
業
銀
行
は
華
興
商
業
銀
行
暫
行
保
例
(
巾
華
民
凶
一
一
十
凡
年
四
月
二
十
二
日
附
行
政
院
令
、
五
月
一
日
公
布
)
を
根
競
法
と
す
る
も

の
に
し
で
、
外
園
貿
易
金
融
共
他
白
銀
行
業
務
を
品
目
む
商
業
銀
行
で
あ
り
、
表
題
に
於
け
る
蒙
彊
銀
行
、
北
支
に
於
け
る
中
閣
聯
合

準
備
銀
行
と
は
趣
を
異
に
し
、
中
央
銀
行
で
は
な
い
。

る
I

而
し
て
辛
興
商
業
銀
行
は
政
府
よ
り
先
換
器
及
び
輸
幣
雰
設
行
の
特
榛
が
賦
興
さ
れ
て
ゐ
る
。

た
だ
し
政
府
の
委
託
に
依
り
{
閥
底
及
ぴ
闘
債
事
務
を
取
扱
ム
亡
と
は
出
来

翠
且
ぺ
向
業
銀
行
暫
行
障
例

第
六
保
革
興
商
業
組
行
ρ

命
令
ノ
定
ム
ル
所
-
一
位
リ
党
換
券
及
輔
幣
穿
ヲ
遊
行
ス
ル

2
T
ヲ
得

事
興
商
業
銀
行
定
款

第
十
六
保
本
行
内
政
府
ヨ
リ
賦
奥
セ
ヲ
レ
タ
ル
特
権
z

基
キ
党
換
券
止
輔
幣
券
ヲ
遊
行
ス
ル
2

ト
ヲ
得

其
ノ
護
行
眠
況
ミ
付
テ
ハ
毎
句
一
同
政
府
一
一
報
骨
ス
可
キ
毛
ノ
ト
ス

こ
の
華
輿
商
業
銀
行
に
賦
興
さ
れ
た
特
樺
を
北
支
の
そ
れ
と
比
較
し
て
見
れ
ば
、

業
担
額
行
保
例
第
三
蜂
蒙
掘
銀
行
川
蒙
癌
聯
合
委
員
合
(
現
在
ハ
蒙
古
聯
合
同
惜
政
府
)
ノ
委
託
=
某
キ
貨
幣
ノ
製
輩
浪
費
行
ヲ
ナ
ス

中
凶
聯
合
準
備
銀
行
保
例
第
九
傑
政
府
ハ
中
閣
職
合
準
備
銀
行
-
-
謝
シ
貨
幣
ノ
鋳
造
及
護
行
ノ
特
権
回
7

賦
奥
ス

てと
ぬな
るつ
のて

でゐ
ある
り o

、 主主
そ騒
の泰
闘の
係裂
は 1:r
1商は
洲蒙
困題
と ま艮
同 1子
様が
で蒙
あ 霊童
つ聯
て3) 合

委
闘員
よ脅
り自H
貨ち
幣現
の在
製は
治蒙
及古
び聯
縫合
n. 自
の泊
模政
lま M
政 D

111 委
に言E
嵐に
し基
てい

ゐて
る之
。を

而行
しつ

τ中
岡
聯
合
準
備
銀
行
に
あ
り
で
は
政
府
か
ら
賦
興
き
れ
尭
特
棋
に
基
雪
貨
幣
の
製
造
及
び
褒
行
を
す
る
D
で
あ
る
か
ら
、
則
語
上

は
満
洲
図
及
由
一
割
古
聯
合
自
治
政
府
の
そ
れ
と
臨
時
政
府
と
を
比
較
す
れ
ば

一
は
政
府
の
委
託
に
基
き
一
は
政
府
よ
り
特
権
を
賦
興

翠
興
商
業
銀
行
擦
の
樹
能

帯
主
十
巻

第

景庫

j羽

五

四
五

華興商業銀行ハ株式宮市対潜曲トシ件岡貿易金融其他ノ銀行業務ヲ瞥
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事
興
商
業
銀
行
券
白
槽
能

第
五
+
巻

四
~ ノ、

樺

披

回

大

さ
れ
て
貨
幣
D

製
造
及
護
行
を
す
る
の
で
あ
る
が
、

足
来
等
し
く
通
貨
夜
行
構
は
嘗
該
政
府
忙
属
す
も
の
で
あ
り
、
夫
々
の
中
央

銀
行
た
る
浦
洲
中
央
銀
行
、
業
彊
銀
行
並
に
中
園
聯
合
準
備
銀
行
を
し
て
貨
幣
を
製
造
し
護
行
せ
し
む
る
揮
で
あ
る
。
が
か
る
立
場

よ
り
す
れ
ば
維
新
政
府
管
轄
下
の
中
支
に
長
け
る
華
興
商
業
銀
行
も
華
興
器
殻
行
の
特
轄
を
賦
興
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
臨
時
政

府
管
轄
匝
域
に
於
け
る
聯
合
準
備
銀
行
が
満
洲
闘
の
満
洲
中
央
銀
行
、
家
題
地
域
の
家
彊
銀
行
と
同
様
に
、
中
央
銀
行
と

ιて
貨
幣

の
製
浩
及
び
植
民
行
を
な
し
得
る
に
反
し
、
中
央
銀
行
に
非
ざ
る
商
業
銀
行
と
し
て
の
華
奥
商
業
銀
行
に
於
て
は
賦
興
せ
ら
れ
た
る
特

擦
は
制
約
さ
れ
て
そ
れ
は
先
換
祭
主
議
行
す
る
の
で
あ
る
。
先
換
雰
た
る
角
度
に
於
て
之
を
見
る
時
は
日
本
銀
行
の
強
行
す
る
所
が

先
換
器
で
あ
る
が
、
華
興
商
品
品
銀
行
は
中
央
銀
行
で
左
〈
請
は
ば
日
本
に
於
け
る
横
演
正
金
銀
行
の
如
き
立
揚
に
於
て
議
行
す
る
の

で
あ
る
。
又
日
本
銀
行
採
は
先
換
器
た
り
と
稿
す
る
も
今
日
で
は
周
知
の
如
〈
先
換
は
停
止
さ
れ
て
居
る
か
ら
、
己
白
賦
か
ら
も
華

輿
家
ば
特
異
の
存
在
で
あ
っ
て
、
金
銀
の
一
定
量
日
を
N
M

で
規
定
し
た
る
正
貨
は
友
い
け
れ
ど
も
、
モ
の
保
有
す
る
正
貨
準
備
な
る

外
貨
を
以
て
、
随
時
無
制
限
に
先
換
に
肱
ゃ
る
の
で
あ
る
。
日
田
券
銀
行
と
し
て
の
華
興
商
業
銀
行
は
制
約
さ
れ
た
荘
在
で
は
あ
る
が

そ
の
議
行
ず
る
華
興
特
俸
は
現
貨
に
先
換
に
臆
ゃ
る
の
で
あ
る
。
き
れ
ば
、
華
興
去
に
ヲ
き
て
本
質
的
な
る
も
の
を
求
む
れ
ば
「
先
換

雰
」
と
し
て
の
費
行
で
あ
り
、
そ
れ
は
維
新
政
府
よ
り
賦
興
せ
ら
れ
た
特
擦
に
基
い
て
費
行
吾
れ
る
。

一
般
的
た
る
強
制
通
用
力
を

有
す
る
掛
は
蒙
彊
券
或
は
聯
銀
去
と
趣
E
同
じ
〈
す
る
が
、
併
し
北
支
D
通
貨
議
行
と
は
性
格
を
具
に
す
る
も
白
で
あ
っ

τ、
北
支

の
新
通
貨
は
管
理
通
貨
と
し
て
登
揚
し
、
粧
っ
て
A
A
換
の
請
求
に
は
肱
じ
た
い
も
の
で
あ
る
が
華
興
祭
は
随
時
無
制
限
の
外
貨
先
換

に
昨
師
、
干
る
開
放
的
危
滋
賀
で
あ
る
。

。

而
し
て
共
準
備
に
つ
い
て
は
蒙
彊
銀
行
或
は
中
国
聯
合
準
備
銀
行
の
如
き
明
文
は
悲
い
が
、
準
備
と
し
て
は
少
〈
と
も
百
分
の
六

テ之ヲ行ハシム
満洲中央銀行法第十四時
製控及費行ヲ嬬ス
禁酒地域には満洲闘の加さ貨幣詰は未だないが襲憲章百貨防措令.lk.U'柴垣輯行
保例に依擁して現行通貨制度を確立す。臨時政府にも未だ貨幣法は設けられ

満洲中央龍行川貨幣法ノ定ムル所=.fl髭9貨幣ノ



十
を
地
金
銀
、
外
岡
貨
幣
、
外
貨
預
金
、
外
貨
詮
鼻
持
、
外
国
鵠
替
に
て
保
有
す
る
を
要
す
べ
き
疋
貨
準
備
・
並
に
爾
徐
の
百
分
の
四
十

に
つ
い
て
は
商
業
手
形
共
他
碓
賓
た
る
有
債
詑
朱
に
で
保
有
す
る
を
要
ナ
ベ
昔
保
読
準
備
の
建
前
を
採
る
と
と
に
た
っ
て
ゐ
る
。
も

っ
と
も
首
分
は
排
込
済
資
本
金
五
千
寓
聞
及
び
維
持
政
府
が
沸
込
と
共
に
無
利
息
に
て
政
府
預
金
と
し
て
提
供
し
た
る
一
干
高
闘
の

計
六
千
高
圏
中
よ
り
褒
券
高
の
十
割
以
上
白
園
敢
に
闘
糸
通
貨
を
合
主
ざ
る
外
貨
を
以
て
ず
る
E
貨
準
備
を
保
持
す
る
こ
と
に
し
て

居
り
叫
そ
白
後
行
及
準
備
の
欣
況
は
毎
月
十
五
日
及
月
末
の
数
字
を
以
て
公
表
す
る
乙
と
に
一
な
っ
て
ゐ
る
。
借
家
画
種
類
は
差
歯
り

拾
園
、
五
園
、
菅
国
(
以
上
党
換
晶
f
u
或
角
、
車
角
(
以
上
輔
幣
券
)
の
五
種
で
あ

zv

困
に
十
月
末
華
興
恭
流
通
高
は
先
換
朱
三
百
十
六
寓
三
千
圏
、
輔
幣
朱
二
高
閥
、
計
三
百
十
八
高
三
千
闘
で
あ
っ
た
。

貨
幣
プ
ロ

7

ク
と
物
資
プ
ロ

7

F

北
支
の
通
貨
金
融
工
作
は
第
一
次
的
着
手
の
も
の
止
し
ナ
は
蒙
誕
地
域
の
も
の
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年
八
月
二
十
七
日
皇
軍
が
張

家
口
に
入
城
し
て
程
た
〈
営
時
白
察
恰
蘭
商
業
銭
局
を
継
承
し
て
九
月
四
日
察
南
銀
行
が
設
立
せ
ら
れ
、
同
年
l
一
月
三
十
二
日
察

商
、
晋
北
、
蒙
古
三
自
治
政
府
の
連
繋
成
る
や
同
時
に
蒙
彊
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
十
三
月
一
日
よ
り
開
業
さ
る
る
に
至
っ
た
。
家
彊

銀
行
は
祭
南
、
普
北
、
蒙
.
古
聯
盟
地
域
の
奮
通
貨
を
整
理
し
蒙
麗
銀
行
鼻
持
一
一
五
下
の
統
一
に
遁
迭
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
閣
外
貨
縛

換
性
へ
の
考
慮
を
梯
ひ
、
蒙
彊
の
重
要
物
資
を
統
制
し
、
外
貨
を
獲
得
し
、
資
本
の
逃
避
を
防
止
す
る
等
の
貿
易
統
制
、
震
替
管
理

の
勤
策
も
漸
弐
強
化
す
る
に
至
り
し
も
白
で
あ
っ
た
。

臨
時
政
府
管
轄
下
に
於
て
は
該
政
府
が
昭
和
十
一
一
年
十
二
月
十
四
日
に
成
立
し
中
園
聯
合
準
備
銀
行
が
翌
十
三
年
三
月
十
日
に
設

華
興
商
業
銀
行
券
O
槽
能

第
五
十
巻

四
七

四
七

静

観

樺例第三陣 中園聯合準備銀行樺例第十二陣
民著、支那新通貨工作諭 p.355， p.・ 359

行自葉 P.P.4-5

〉
)
)
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翠
興
肉
業
銀
行
傍
白
樺
能

第
五
十
巻

四
l丸

等

部

回
J、

立
さ
れ
、
通
貨
の
統
一
.
金
融
会
槽
の
確
立
を
第
一
次
的
某
礎
問
題
井
一
し
て
、
そ
D
議
行
す
る
中
園
聯
合
準
備
銀
行
赤
を
以
て
唯
一
〆

の
園
幣
と
し
こ
れ
を
新
法
幣
と
す
る
立
場
位
於
て
蕎
法
幣
の
駆
逐
に
努
め
、
他
両
外
貨
の
獲
得
の
た
め
に
偽
替
工
作
を
強
化
し
て
告

通
貨
の
統
一
と
所
調
貿
易
通
貨
と
し
て
の
機
能
の
完
雫
を
期
し
て
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

7
ィ
ジ
チ
ツ
芭
は
こ
白
問
の
事
情

を
捉
え
て
膏
法
幣
排
除
の
北
支
一
通
貨
工
作
を
一
石
教
烏
を
組
っ
た
も
の
と
批
評
し
、
蒋
政
槽
通
貨
に
興
へ
る
打
輩
、
現
銀
接
受
に
よ

る
準
備
の
充
貨
、
一
箆
法
幣
白
全
面
的
掘
逐
等
を
掲
げ
、
結
局
、
北
支
営
局
は
そ
の
通
貨
工
作
に
つ
い
て
比
佼
的
五
質
せ
る
基
礎
を
建

試
し
得
る
で
あ
ら
う
が
、
外
岡
銀
行
の
支
持
が
あ
る
や
否
ゃ
に
右
工
作
の
成
否
を
決
す
る
も
の
あ
り
と
見
て
み
る
。
兎
に
角
北
支
白

通
貨
金
融
工
作
は
共
常
の
苦
心
は
排
っ
た
が
本
略
的
軌
道
陀
乗
む
つ
つ
あ
る
。

曲
家
握
中
高
と
一
式
び
聯
銀
特
悼
と
謂
ひ
、
日
間
に
封
す
る
閥
聯
に
於
て
は
金
同
プ
ロ
サ
グ
白
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
日
浦
支
経
済
プ

ロ
ッ
ク
の
結
成
か
ら
す
れ
ば
、
中
南
支
を
も
と
の
金
闘
プ
ロ
ッ
ク
中
に
包
括
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
北
支
の
通
貨
工
作
白
進
展
は
中

岡
聯
合
準
備
銀
行
の
執
れ
る
十
四
年
七
月
十
六
日
の
鴻
棒
集
中
制
度
目
全
面
的
損
た
に
よ
り
て
、
北
中
支
の
閥
係
は
一
際
切
断
さ
れ

た
己
と
と
た
り
闘
プ
ロ
ッ
タ
締
成
上
注
意
を
惹
起
す
る
所
、
と
な
っ
た
の
一
で
岳
る
。
己
れ
は
北
支
側
に
云
は
す
れ
ば
聯
銀
器
白
育
成
の

だ
め
止
む
な
く
到
来
せ
し
め
ら
れ
た
現
象
で
は
あ
っ
た
が
、
北
支
営
局
が
中
支
を
圃
ブ
ロ
ッ
ク
の
闘
係
よ
り
除
外
(
も
っ
と
も
一
時
的

練
法
と
し
て
日
本
尉
昇
に
お
い
て
上
海
市
場
E
閏
プ
ロ
ッ
ク
よ
り
陪
持
す
る
案
も
出
た
が
、
中
支
の
封
日
貿
易
は
依
鼎
間
プ
ロ
ッ
ク
幽
内
に
置
か
相
宅
あ

wt
中
文
は
物
資
の
閥
聯
に
於
て
は
日
本
と
は
プ
ロ
ヴ
ク
関
係
を
絶
た
れ
t
f

一
課
で
は
な
い
)
さ
れ
泊
貨
と
物
資
の
閲
係
が
ら
す
れ
ば
北
文
は
中
交

を
第
三
園
扱
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
モ
己
で
市
町
支
は
金
問
プ
ロ
ッ
ク
に
品
者
加
し
得
急
だ
貯
の
傑
件
を
充
す
ま
で
は
、
北
支
と
の
閲
係

に
於
て
は
通
貨
の
連
繋
は
絶
た
れ
、
物
資
の
交
流
は
外
国
扱
と
同
様
に
た
っ
た
り
で
る
る
。

Paul Einzig， World Finance 1938-1939， p.p. 151-152 7) 



中
支
そ
れ
自
慌
の
過
貸
金
融
部
聞
に
は
十
四
年
五
月
十
六
日
華
興
商
業
銀
行
が
開
業
す
る
に
至
る
以
前
既
に
法
幣
の
流
通
市
面
に

は
日
本
銀
行
止
悼
と
軍
票
が
泣
出
し
て
居
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
次
事
療
の
申
支
に
波
及
し
た
る
昭
和
十
三
年
八
月
以
降
軍
事
行
動
の

進
展
と
共
に
第
一
突
に
日
銀
朱
が
横
大
し
、
第
二
次
に
は
杭
州
湾
敵
前
上
陸
に
よ
り
て
軍
票
が
進
出
す
る
と
と
と
左
り
、
華
興
雰
は

第
三
突
に
中
支
遁
貨
工
作
の
一
部
面
白
役
割

E
持
っ
て
登
場
し
た
の
℃
あ
る
。
而
し
て
犬
陸
に
在
る
国
紙
幣
の
債
値
低
落
と
と
れ
が

国
債
維
持
の
た
め
の
針
策
が
講
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
軍
票
に
つ
き
で
は
既
に
十
三
年
末
か
ら
は
中
支
軍
国
主
二
工
の
原
則
が
樹
て

ら
れ
最
近
一
段
と
強
化
さ
れ
、
従
来
上
海
の
み
を
除
外
例
と
せ
し
国
札
流
通
の
是
認
を
改
餐
し
、
上
海
を
も
軍
禁
固
に
繰
入
れ
る
と

と
に
た
り

uw

十
四
年
十
二
周
末
ま
で
に
完
全
に
軍
票
一
本
に
統
一
し
て
、
十
五
年
一
月
一
日
よ
り
ほ
銀
行
が
日
銀
朱
を
受
入
ナ
る
に

っ
き
て
も
在
上
海
財
務
官
事
務
所
の
許
可
主
要
す
る
こ
と
と
在
っ
た

D

か
〈
て
そ
の
流
通
棋
大
と
慣
値
維
持
忙
針
策
上
白
重
黙
を
置

き
て
己
れ
が
強
化
が
議
ぜ
ら
れ
て
行
〈
の
で
あ
っ
て
、
帥
ち
軍
国
市
は
或
は
日
銀
券
岡
牧
民
努
め
、
更
に
法
幣
の
流
通
商
に
鎖
犬
せ
ん

と
進
出
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
中
支
幣
制
問
題
に
最
後
的
解
決
を
血
(
ふ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
ぐ
、

一
般
通
貨
と
し
て

の
役
割
を
果
じ
得
る
性
能
は
狭
院
で
あ
り
、
中
支
に
於
け
る
経
過
的
危
る
封
内
通
貨
と
し
て
の
存
在
に
と
ど
ま
る
。
命
日
銀
務
が
日

本
に
封
す
る
貿
易
決
消
に
用
ひ
ら
る
る
も
と
れ
も
経
過
的
の
機
能
と
見
得
る
に
と

E
ま
る
。

き
れ
ば
中
支
通
貨
建
設
に
乗
出
す
べ
雪
も
の
と
し
て
の
要
求
は
肢
に
久
し
〈
、
維
新
政
府
設
立
の
一
十
三
年
一
ニ
月
よ
り
約
一
年
半
を

悩
み
抜
い
て
十
四
年
五
月
華
血
(
晶
悼
の
現
出
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
未
だ
本
格
的
に
問
題
解
決
の
性
格
を
有
せ
し
も
の
で

は
友
〈
、
勝
来
へ
の
育
成
に
期
待
を
か
け
ら
れ
て
竪
買
な
道
程
を
補
強
し
つ
つ
今
進
行
中
に
局
ず
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
華
輿
家

の
出
費
は
首
時
中
支
の
物
慣
機
構
が
法
幣
の
八
片
華
に
あ
る
事
貨
に
鐙
み
、
民
衆
K
及
す
経
済
生
活
。
影
響
と
醤
法
幣
の
低
矯
替
機

事
奥
商
業
銀
行
券
の
機
曲

第
五
十
巻

第

競

四
九

四
ブb

日蛇穿所有者は昭和十四年十二月三十 日主でに銀行でこれを軍事に引替へ
るζ と、昭和ーー四年十二月一日以後中支那に担いては従来日銀券をもってな
された決情はずベて軍事をもってするこ是になヮたロ
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章
典
商
業
銀
行
券
白
掛
能

第
五
イ
巻

五
O

三王
f】

第

観

能
を
考
慮
し
一
先
づ
奮
法
幣
と
等
債
と
し
て
八
月
基
準
を
以
て
出
費
す
る
と
と
と
友
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
縫
っ
て
一
士
山
二
片
基
準

を
以
て
連
繋
せ
る
北
支
の
新
通
貨
を
包
櫛
せ
る
金
園
プ
ロ
ツ
ク
に
謝
し
て
は
中
支
は
華
輿
商
業
銀
行
開
業
白
五
月
十
六
日
よ
り
し
T
一

濁
自
の
立
場
を
採
っ
た
わ
け
で
あ
り
、

殊
に
前
漣
の
如
〈
北
支
の
矯
替
集
中
制
時
四
大
白
七
月
十
六
日
以
降
は
北
中
支
は
一
膝
切
断

さ
れ
た
形
を
呈
す
る
こ
圭
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
北
支
と
し
て
も
玩
辿
の
如
〈
中
支
を
第
三
園
扱
ひ
と
し
た
る
は
北
支
絞
憐
確
立
へ

の
一
過
渡
的
手
段
で
あ
り
、
寅
質
的
に
は
中
南
支
へ
無
関
心
で
あ
る
筈
の
も
一
り
で
は
な
く
、
中
支
営
局
と
し
て
も
華
興
券
錫
替
基
撃
を

入
片
に
置
昔
、
日
銀
券
、
軍
票
と
の
先
喰
は
原
則
的
に
は
行
は
ざ
る
も
の
で
あ
り
外
一
山
的
に
は
金
国
プ
ロ
ッ
ク
の
連
繋
は
断
つ
て
は

居
る
が
、
内
面
的
に
は
無
線
の
関
聯
た
り
と
は
一
ぶ
ひ
得
ざ
る
も
白
で
あ
り
、
叉
帥
附
来
た
と
ひ
経
過
的
に
は
軍
面
市
と
針
立
的
関
係
を
生

や
る
如
昔
と
と
あ
り
込
」
も
究
局
に
於
て
は
軍
票
は
華
興
象
へ
の
迭
を
先
づ
開
拓
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
内
面
的
建
努
は
営
初
よ

り
気
構
え
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
か
〈
し
て
日
銀
雰
及
び
軍
国
間
は
封
内
的
機
能
と
針
同
本
白
岡
係
に
於
て
、
華
興
器
は
割
外
的
機

能
と
従
て
第
三
闘
の
闘
係
に
於
て
、
と
こ
に
中
文
側
と
し
て

D
通
貨
工
作
自
進
行
が
続
行
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
と
見
得
る
。

己
れ
を
北
中
支
の
関
係
に
於
て
見
れ
ば
、
所
調
金
闘
プ
ロ
ッ
タ
の
建
前
に
於
て
は
中
支
は
除
外
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
北
中

支
の
金
融
流
通
を
困
る
た
め
に
は
潟
替
協
定
の
問
題
を
生
十
ぺ
〈
、
己
の
南
唱
団
刷
替
交
流
に
つ
き
て
は
銃
に
、
九
月
下
旬
の
第
六
究

聯
合
委
員
品
闘
に
た
い
て
議
決
さ
れ
、
華
興
商
業
銀
行
が
維
新
政
府
の
命
を
受
け
具
惜
的
制
刑
法
主
考
究
し
、
十
二
月
中
旬
よ
り
開
催
の

第
七
攻
聯
合
委
員
合
忙
提
出
さ
れ
る
と
と
と
た
り
、
北
支
聯
銀
側
と
中
支
華
興
商
銀
側
に
於
て
そ
の
具
躍
的
交
渉
が
進
捗
し
つ
つ
あ

る
と
曹
と
が
偉
え
ら
れ
て
ゐ
る
時
そ
の
技
術
的
措
置
に
は
多
々
考
究
の
絵
地
が
あ
る
け
れ

E
も
一
事
に
飛
躍
し
て
日
浦
支
通
貨
プ
ロ
ツ

ク
白
結
成
は
む
し
ろ
越
〈
ぺ
〈
保
件
の
具
備
す
る
を
侠
ち
つ
つ
漸
進
的
態
度
を
採
る
べ
き
は
言
を
倹
た
な
い
所
で
あ
ら
う
。

同問題は影響ナる所甚大なるにより、新中央政樫への引離害事項と Lて持越
され第七三先聯合委員曾においては最後的決定を見ないであらうと翻測さる。
(図際経梼迦報十四年十一月十六日 P.44)
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北
支
と
中
支
の
間
は
右
の
如
き
経
過
を
た
ど
り
て
北
支
新
幣
制
服
護
の
た
め
と
し
て
過
渡
的
針
策
に
主
り
一
際
切
断
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
‘
日
本
と
巾
支

ε口
開
聯
は
た
と
び
申
支
は
金
幽
プ

w
ヴ
ク
の
一
環
を
構
成
せ
や
と
も
、
物
資
白
交
流
に
つ
い
て
は

プ
ロ
ッ
タ
内
に
包
括
ぜ
ら
る
イ
#
で
あ
る
か
ら
物
資
プ
ロ
ッ
タ
と
で
も
栴
ポ
ベ
き
構
成
下
に
は
一
環
を
九
な
し
て
h
M

る
。
も
っ
と
も
十

四
年
一
一
月
中
南
支
を
闘
プ
ロ
ウ
ク
図
よ
り
除
外
す
る
意
兄
が
日
本
商
工
合
議
所
や
貿
易
振
興
協
議
脅
か
ら
提
唱
さ
れ
た
も
白
で
あ

A
1
大
関
資
議
界
側
の
意
見
回
動
向
を
示
し
た
も
の
と
見
ち
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
帰
来
長
く
闘
プ
ロ
ッ
タ
除
外
論
を
採
ら
ん

と
す
認
も
白
で
は
注
〈
、
過
渡
的
の
提
案
で
あ
h
q
国
間
プ
ロ
ヴ
ク
を
完
成
す
る
た
め
の
解
法
と
し
て
白
闘
プ
ロ
ッ
タ
除
外
論
で
あ
り
、

本
邦
か
ら
の
輪
開
阻
止
を
担
壊
し
、
外
貨
獲
得
を
同
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
@
モ
れ
は
「
中
南
支
に
お
い
て
は
問
来
る
限
U
建

か
に
こ
の
通
貨
政
策
を
確
立
す
ペ
昔
も
差
し
常
り
法
幣
を
現
ぷ
貫
通
貨
と
し
て
利
用
す
る
と
と
〕
を
も
っ
て
中
南
支
に
於
け
る
闘
プ
ロ

ツ
ク
貿
易
の
解
決
策
と
し
て
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
成
過
程
干
の
東
商
経
済
の
育
成
忙
営
り
、
と
れ
が
順
序
と
方
法
と

が
大
局
的
に
考
慮
さ
れ
る
は
常
然
で
あ
り

中
支
に
於
て
は
た
と
ひ
過
渡
的
在
る
に
せ
よ
補
強
策
が
種
々
に
考
究
さ
る
べ
き
と
共

に
そ
白
性
質
上
急
な
る
を
要
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

即
ち
中
支
の
寅
扶
は
金
闘
プ
ロ
ッ
ク
に
編
入
さ
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
詩
で
も
た

く
、
又
法
幣
を
利
用
す
る
方
針
が
建
っ
て
ゐ
た
認
で
也
泣
く
、
新
通
貨
策
の
確
立
ま
で
取
税
宇
現
貫
通
貨
た
る
法
幣
を
利
肘
ぜ
ん
と

ず
る
も
D
が
あ
っ
た
。
や
が
て
登
場
し
た
る
華
興
務
は
貿
易
金
融
に
重
貼
を
泣
い
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
性
質
上
金
国
系
遇

貨
と
は
交
換
を
直
接
に
行
ば
れ
な
い
と
と
忙
た
つ
で
ゐ
る
の
で
あ
り
、
来
奥
券
モ
の
も
白
白
性
能
と
し
て
闘
プ
ロ
ッ
ク
貿
易
に
つ
い

て
は
己
れ
に
無
闘
心
在
る
も
の
で
は
た
い
が
、
技
術
的
立
場
よ
り
し
て
未
だ
遡
首
の
解
決
を
奥
へ
た
も
の
で
は
友
円
。

華
興
商
業
蕗
行
券
白
欄
館

時

韓

第
五
十
巻

五

五

日本商工曾議所建議
法幣之I司醐典前輔、融情僻究第一巻第一却1p. 140 
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翠
興
商
業
銀
行
券
白
槽
能

第
五
十
巻

宝玉

静

披

五

政
治
的
基
調
主
経
梼
的
基
調

中
華
民
国
維
新
政
附
聾
明
書
(
五
月
一
日
)
に
よ
れ
ば
華
興
商
業
銀
行
は
「
共
ノ
設
立
ノ
趣
旨
ヨ
リ
シ
テ
、
純
粋
フ
ル
経
済
本
位
ノ
商

業
銀
行
一
一
シ
テ
、
主
ト
シ
テ
貿
易
通
商
一
一
日
付
v

金
融
ノ
同
滑
ヲ
岡
リ
、
以
テ
民
衆
ノ
経
済
的
伴
侶
タ
ラ
シ
ヌ
ン
コ
ト
ヲ
念
願
ス
ル
モ

ノ-一

V

テ
、
本
政
府
ハ
本
銀
行
ノ
重
大
ナ
ル
使
命
-
一
蹴
ミ
本
銀
行
ヲ
ν
チ
凡
ユ
ル
政
治
的
考
慮
乃
至
干
渉
ヨ
リ
調
立
セ
V

メ
共
ノ
健

質
ナ
ル
殻
展
ヲ
期
ス
ル
モ
れ
/
ナ
リ
」
と
し
て
経
済
的
立
場
を
強
調
さ
れ
出
殺
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
経
済
的
性
格
に
軍
鮪
を

置
吉
た
る
は
中
支
の
複
雑
た
る
賓
欣
よ
り
貿
易
統
制
或
は
怨
替
管
理
等
に
よ
る
も
勢
多
〈
て
数
少
き
配
慮
上
よ
り
首
肯
し
得
る
所
で

は
あ
る
が
、
政
治
的
要
素
か
ら
離
脱
せ
る
己
と
を
全
然
支
那
新
政
橋
と
無
縁
の
有
在
と
し
て
解
す
べ
き
で
は
た
く
、
同
行
白
性
質
上

政
治
的
に
煩
さ
る
る
と
と
な
き
意
味
に
於
て
政
治
的
考
慮
乃
至
干
渉
が
絶
た
れ
た
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

華
興
祭
に
は
新
法
幣
在
る
名
揺
を
奥
へ
や
と
の
希
誌
が
あ
り
し
如
〈
営
局
が
新
銀
行
努
に
期
待
す
る
所
は
蒙
彊
銀
行
象
、
申
関
聯

合
準
備
銀
行
家
D
そ
れ
と
異
り
針
法
幣
策
に
重
大
左
右
差
異
が
あ
る
。
即
ち
華
興
象
は
固
と
連
繋
せ
や
、
蛍
分
法
幣
と
等
僚
と
し
、

外
岡
鴻
普
賢
買
を
楳
傍
し
て
出
費
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
の
黙
に
於
て
業
調
紫
、
聯
銀
忽
と
全
然
具
る
通
貨
金
融
工
作
へ
の
試
み
と

し
て
頼
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
荒
し
中
支
の
終
済
費
情
は
列
開
。
利
襟
が
錯
綜
し
て
居
っ
て
、
満
洲
、
北
支
の
そ
れ
と
は
比
較
に
た
ら

ぬ
程
の
微
妙
怠
る
岡
際
問
問
係
に
閣
議
さ
れ
て
居
り
、
叉
申
回
日
え
で
は
通
貨
口
封
外
債
値
が
民
衆
生
活
と
密
接
仕
る
閥
係
主
有
し
て
居
る

こ
と
に
基
い
て
多
分
に
廠
窓
せ
ら
る
べ
き
中
支
の
園
際
性
と
貿
易
性
を
前
提
と
し
て
粧
新
政
府
よ
り
免
換
器
竣
行
の
特
権
主
賦
興
さ

れ
た
る
商
業
銀
行
が
費
現
し
た
も
白
で
あ
り
、
維
新
政
府
を
中
心
と
し
て
串
向
し
得
る
外
貨
を
以
で
小
規
模
友
護
家
主
行
ぴ
、
小
規



模
た
鋳
替
業
務
を
替
み
、
漸
進
主
義
を
以
て
中
文
白
通
貨
制
度
を
軌
道
に
乗
せ
て
行
か
ん
と
す
る
所
に
出
議
離
を
求
め
た
志
の
で
る

る
か
ら
、
統
制
活
貨
の
創
設
を
趣
り
て
経
消
的
機
能
に
依
擁
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

華
奥
裁
は
中
支
の
特
色
に
草
鞘
を
置
い
て
先
づ
貿
易
金
融
の
疏
辿
を
眼
目
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
華
興
商
業
銀
行
設
立
の
主
旨

が
中
園
田
明
合
準
備
銀
行
の
如
ぐ
全
国
的
に
通
貨
金
融
の
回
目
を
一
新
し
て
奮
紙
幣
を
解
消
せ
ん
と
す
る
建
前
と
異
る
。
郎
ち
大
陸
で

。
通
貨
工
作
は
北
支
に
於
て
は
政
治
的

ι創
設
さ
れ
た
る
濁
自
の
統
制
通
貨
と
し
て
の
蒙
麗
器
、
聯
銀
朱
が
内
部
的
に
出
渡
し
て
第

一
夫
に
蕎
通
貨
の
整
理
を
行
ひ
、
漸
進
的
に
外
貨
輔
換
性
へ
の
完
壁
を
企
岡
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
支
に
て
は
逆
に
第
一
次
忙
外

貨
へ
の
連
繋
性
を
強
制
し
て
貿
易
金
融
に
出
渡
し
た
る
云
は
ぱ
粧
機
的
性
能
に
根
擦
を
求
め
先
づ
所
柄
貿
易
通
貨
と
し
て
出
費
し
た

も
の
で
あ
る
d

そ
れ
は
中
文
金
融
の
梗
塞
宇
一
稜
慢
な
ら
し
む
る
目
的
の
ド
忙
占
領
地
匝
土
産
買
入
に
劃
す
る
金
融
、
輸
出
鵠
替
の
買

入
と
い
ム
如
き
外
貨
取
得
の
見
込
可
能
な
る
向
に
業
務
主
仲
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

一
面
外
貨
獲
得
聖
期
し
、
他
面
占
領
地
区

内
の
経
済
復
興
を
闘
り
、
か
〈
し
て
華
興
券
の
流
活
を
漸
増
し
得
ん
こ
と
を
期
待
す
る
も
白
で
あ
っ
て
、
業
首
り
関
内
通
貨
と
し
て

よ
り
も
貿
易
通
商
を
助
長
し
て
併
せ
て
茜
法
幣
不
安
よ
り
の
民
衆
欽
済
に
つ
茸
て
経
営
上
白
方
針
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
て
後

行
さ
れ
た
る
華
興
勢
に
つ
い
て
は
最
低
限
度
百
分
の
六
十
の
正
貨
準
備
を
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
既
逃
し
た
誼
り
で
あ
る
が
、
山
品

局
と
し
て
は
償
分
は
全
額
準
備
で
進
む
方
針
を
堅
持
し
て
居
り
、
そ
の
見
返
れ
り
的
に
必
要
注
る
外
貨
は
常
に
充
分
保
有
さ
れ
て
又
保

を有
用 J を

ひ要
たず
るべ

仕き
組格
C? UL 

あ巴
つ I且

てか

外れ
-C~ 寸土

最居
得る
とカミ

闘 ii
係真
左 ま主き の
貸
山 h!J.

E量出
』土!二

避ふ
けで

2主
と 岱d
t亡 d胃

たと:
つし
てて

ゐの
ぞ外

v 貸

取
4尋
乃
宅
は:
タト
貨
喪
失
巨右
iと
に
意

「
帥
ち
輸
出
前
貸
、

外
岡
鋳
梓
貸

付
、
外
岡
錫
替
文
は
外
国
貨
幣
の
貫
入
、
外
同
法
金
潟
替
白
支
排
、
幸
一
血
バ
泰
預
金
の
排
出
等
に
限
る
こ
と
L
た
っ
て
居
り
、
従
て
高
山

華
興
商
業
銀
行
穿
白
樺
龍

第
五
十
巻

告書

按

宝玉

互三

中支に於ては民困二十四年十一月白幣制改革以降、法幣によりて閣内通貨の
大部分は整理されつ Lあったものであり、 との貼比闘する限り中支では土着
捧白繁雑性は既に逐次解消しつ Lあったと云へる。
吉田政治氏著最近白支那通貨事情 p.p.I44-145 
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翠
興
同
業
銀
行
券
白
機
詰

第
五
十
巻

第

腕

三五
回

主E

四

行
及
同
収
量
は
増
大
し
て
も
流
通
残
高
白
急
増
は
蛍
分
望
み
難
い
か
も
知
れ
血
が
華
興
鼎
悼
の
特
徴
が
良
く
民
衆
の
聞
に
理
解
さ
れ
る

に
従
て
共
貫
僚
に
信
頼
が
繋
が
れ
議
行
一
同
輔
の
皮
毎
に
民
家
の
懐
に
減
せ
ら
る
L
是
も
漸
増
し
て
来
る
と
と
が
期
待
さ
れ
る
L

と

華
興
商
業
銀
行
側
は
蛍
初
よ
り
流
通
す
両
の
加
温
度
的
増
大
を
期
待
し
難
し
と
見
て
ゐ
た
。
而
し
て
今
日
の
流
通
高
は
十
月
末
、
品
工
換

家
、
踊
幣
恭
合
計
し
て
華
幣
三
百
十
八
高
三
千
闘
で
あ
り
、
従
て
中
支
通
貨
問
題
の
解
決
に
未
だ
前
途
遼
一
選
で
は
あ
る
が
創
立
常
月

五
月
末
の
二
十
南
固
に
比
す
れ
ば
進
展
の
跡
を
知
る
己
と
が
出
来
る
。

華
興
U
F
は
凱
漣
の
如
く
法
幣
を
直
接
拘
倒
せ
ん
と
企
悶
せ
る
も
の
で
は
た
く
、

先
づ
法
幣
に
使
乗
的
態
度
を
採
っ
た
も
の
で
あ

る
。
己
申
建
前
を
以
て
出
務
せ
る
幸
興
券
は
常
一
初
法
幣
と
等
憤
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
克
上
り
終
始
法
幣
と
運
命
を
共
に
せ
ん
と
す

る
-
も
の
で
は
た
〈
、
法
幣
暴
落
の
場
合
は
猫
白
の
立
場
で
法
幣
よ
り
離
れ
て
別
個
に
償
値
標
準
を
立
て
る
と
と
に
し
て
ゐ
弁
。
華
興

恭
は
無
制
限
に
外
貨
先
換
に
膝
十
る
と
し
た
が
そ
の
外
貨
先
換
の
矯
替
相
伺
舗
を
営
分
欝
法
幣
の
市
中
和
揚
に
依
る
己
止
と
し
た
の
で

あ
り
、
か
く
し
て
華
興
雰
は
奮
法
幣
に
よ
り
て
作
ら
れ
る
と
同
額
の
外
貨
を
提
供
す
る
と
と
と
し
た
も
の
で
る
り
、
ぞ
れ
は
叉
同
時

に
蕎
法
幣
と
も
等
償
交
換
を
許
容
す
る
己
と
主
要
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
華
興
祭
に
よ
る
法
幣
と
の
先
換
は
更
に
法
幣
を
呈
示
し

て
華
間
関
家
主
要
求
さ
れ
た
場
合
に
も
押
横
め
ら
る
る
わ
け
で
あ
る
が
前
者
は
後
者
と
は
自
ら
異
る
性
格
が
あ
る
か
ら
成
る
可
〈
E
れ

に
膝
や
る
方
針
を
採
る
と
云
ふ
己
と
に
し
で
あ
っ
た
。
法
幣
の
事
時
肥
後
に
於
け
る
第
一
突
の
崩
落
は
十
二
年
白
三
月
で
あ
り
、
一
志
二

片
墓
を
割
り
で
六
月
か
ら
八
月
水
準
と
な
っ
て
十
四
年
六
月
ま
で
こ
の
ん
片
蚕
を
維
持
し
て
来
た
も
白
で
あ
る
。
己
れ
が
理
由
と
し

て
は
注
外
正
貨
白
未
だ
豊
富
な
り
し
と
と
、
貿
易
上
白
順
勢
、
或
は
華
僑
送
金
等
が
皐
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
就
中
英
図
が
五
百
蔦
磁
の

資
金
主
提
出
し
、
蒋
政
権
側
支
出
む
五
百
寓
税
と
合
し
て
一
千
高
時
間
を
以
て
設
定
し
た
る
矯
替
安
定
資
金
に
依
存
す
る
所
が
大
た
る

事興商業銀行白菜 p.12 14) 



も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
爾
後
白
戦
争
繕
績
は
戟
費
の
増
大
と
戦
費
調
達
に
必
要
な
る
輪
入
資
金
の
獲
得
困
難
が
増
大
せ
し
こ
と
は

戦
果
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
震
替
安
定
資
金
の
枯
渦
を
縫
っ
て
J
ハ
月
七
日
上
海
に
於
け
る
香
上
銀
行
が
香
港
の
法
幣
安
定
資
金

運
用
委
員
舎
の
指
示
と
稀
す
る
外
貨
責
止
め
を
行
弘
、
責
需
向
へ
僅
少
に
限
り
て
責
り
麿
宇
る
己
と
と
な
っ
て
法
幣
は
第
二
突
の

崩
落
を
呈
し
て
六
片
蓋
に
た
っ
た
。
法
幣
安
定
資
金
白
激
減
に
よ
り
て
そ
の
針
策
と
し
て
外
貨
の
責
止
め
が
行
は
れ
る
に
宝
り

L
E

と
は
必
然
の
結
果
で
あ
り
、
蒋
政
機
と
し
て
は
運
用
策
の
鐙
更
を
飴
儀
な
〈
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
周
よ
り
己
の
低
落
は

中
・
南
支
の
物
慣
に
は
直
接
の
影
響
を
粛
す
も
の
で
あ
っ
た
。
法
幣
安
定
資
金
は
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
と
栴
す
る
反

固
に
政
治
的
意
味
を
も
持
つ
己
と
は
否
定
し
難
い
も
の
で
あ
っ
て
、
右
O
外
貨
資
止
策
は
果
し
て
日
本
白
封
支
経
済
政
策
に
は
妨
害

手
段
と
見
る
ペ
き
も
の
は
友
い
か
、
己
れ
友
し
と
す
る
も
必
然
そ
の
波
及
す
る
所
に
謝
す
る
新
政
樺
側
と
し
て
の
措
世
は
必
要
と
な

っ
て
来
る
「
昔
時
北
支
に
於
て
は
騎
銀
器
と
し
て
は
十
二
品
目
錦
替
集
中
制
を
全
品
目
に
鋪
大
せ
ん

K
L
で
ゐ
た
折
初
で
あ
り
外
貨

持
換
性
の
完
翠
を
と
と
に
期
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
華
興
器
と
し
て
は
そ
の
機
能
を
貿
易
金
融
忙
主
力
を
置
き
て
出

渡
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
ひ
そ
れ
は
法
幣
を
駆
逐
す
る
も
白
で
は
注
〈
並
行
の
閥
係
に
お
い
て
務
行
さ
れ
た
り
と
す
る
も
、
法
幣

に
代
位
し
得
る
と
と
は
、
法
幣
と
し
て
は
華
興
雰
へ
の
民
衆
の
信
碩
が
繋
が
れ
る
度
を
時
明
大
ず
る
こ
と
を
脅
威
と
せ
ぎ
る
を
得
友
い

の
で
あ
る
か
ら
、
華
興
裁
を
し
て
外
貨
獲
得
を
困
難
友
ら
し
め
ん
と
し
た
る
企
闘
の
如
何
も
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と

も
北
支
の
聯
銀
恭
工
作
に
卸
し
て
は
と
白
法
幣
低
落
は
醤
法
幣
針
聯
銀
法
の
打
歩
主
減
奉
せ
し
め
て
む
し
ろ
聯
銀
潔
白
流
池
横
大
上

に
好
結
呆
を
粛
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
更
に
北
支
の
矯
答
工
作
の
強
化
は
考
慮
さ
る
べ
き
過
程
に
あ
阜
の
で
あ
り
、
醤
法
幣
D
低
落

は
北
支
物
資
の
中
支
流
通
に
問
題
を
深
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

事
興
商
業
銀
行
穿
白
樺
能

静
五
十
巻

三五

五

第

韓

ヨ王
五

Einzig， ibid. p.p. 152-154 I5) 



華
興
商
業
銀
行
傍
白
樺
曲

第
五
十
魯

第

披

五
六

五
六

而
し
て
華
輿
器
、
ど
し
て
は
法
幣
側
白
外
貨
責
止
め
は
華
興
券
側
D
外
貨
獲
得
を
困
難
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
り
、
法
幣
の
低
落
は

華
奥
山
事
と
し
て
は
品
目
幣
連
繋
忙
考
究
を
要
す
る
も
の
と
怠
る
。
法
幣
に
連
繋
主
繕
績
し
て
行
け
ば
日
本
銀
行
傘
並
に
軍
凶
器
と
の
闘
聯

に
長
け
る
考
慮
を
必
要
と
す
べ
〈
、
法
幣
と
絶
縁
す
れ
ば
外
貨
獲
得
、
よ
貨
の
輪
出
貿
易
上

ι影
響
を
蒙
る
ぺ
く
、
又
た
と
ひ
法
幣

と
絶
縁
せ
ざ
る
逗
随
的
態
度
に
出
づ
る
と
も
香
上
銀
行
の
寅
相
手
制
限
の
綬
巌
如
何
は
華
興
商
業
銀
行
を
し
て
外
貨
獲
得
を
簡
単
に

解
決
す
る
も
の
で
も
た
か
っ
た
。
華
興
務
と
し
て
は
首
初
よ
り
と
の
事
態
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
珠
期
し
た
る
こ
と
で
あ
り
、
終
始
法

幣
と
蓮
命
を
共
に
せ
ざ
る
方
針
の
下
に
運
用
を
開
始
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
己
己
に
岐
路
に
際
曾
し
、
ど
の
程
度
ま
で
法
幣

と
歩
調
を
同
一
に
す
る
か
の
方
針
確
立
の
期
比
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
法
幣
の
崩
壊
は
遂
に
七
月
二
十
日
幸
典
出
存
在
し
て
そ
の
等
債

関
係
を
絶
つ
忙
至
ら
し
め
、
華
興
忽
は
針
英
六
片
を
碁
準
と
し
て
依
然
自
由
民
外
圏
第
替
を
寅
却
す
る
己
と
に
な
っ
た
。

四

陶
枕
華
興
雰
建
具
】
物
債
華
奥
券
建

華
奥
鼻
持
の
流
通
促
進
の
た
め
に
は
営
初
か
ら
一
般
に
強
制
通
用
力
あ
る
も
白
主
し
、
差
官
り
海
関
税
を
除
〈
一
切
の
公
租
公
課
は

華
興
券
を
以
て
納
付
さ
ナ
と
と
と
し
、
勿
論
民
間
白
債
務
契
約
の
履
行
、
寅
買
取
引
に
於
て
も
華
興
企
部
主
使
用
す
べ
し
と
し
之
が
流

語
を
限
害
す
る
が
如
き
行
震
を
敢
て
す
る
も
の
に
は
非
常
時
期
財
政
経
済
擾
乱
取
締
僚
例
等
に
よ
っ
て
庭
罰
す
る
と
と
に
友
っ
て
ゐ

た
jv

併
し
乍
ら
徐
る
に
流
通
市
面
へ
の
浸
透
を
も
っ
て
工
作
白
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
又
中
支
の
賞
情
は
華
興
特
揮
の
進
出
を
容

易
忙
促
進
せ
し
む
る
も
の
で
も
な
れ
租
税
納
付
に
つ
い
て
も
僅
か
に
通
行
詮
白
手
数
料
納
入
に
責
施
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
左
い
と

白
と
と
で
あ
っ
た
。
粥
来
徴
税
に
華
興
務
納
入
の
促
進
策
が
時
ぜ
ら
る
る
は
蓄
然
白
要
求
で
あ
る
が
、
十
四
年
九
月
一
日
よ
り
関
税

民国二一ー八年主月一日華興商業銀行券使用=間シ民来=封スル財政部布告参
照
事興商業銀行ξその批判評論第四巻第六漉
法幣之再]願奥前略前掲 p.p.144-145 

p.p. 35-36~参照
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徴
収
に
華
奥
券
納
入
が
寅
施
さ
れ
た
と
と
に
つ
い
て
華
奥
券
の
流
通
指
大
白
事
賓
と
流
通
促
進
の
機
能
を
見
る
と
と
が
出
来
る
。
法

幣
の
崩
落
は
徴
税
首
局
の
側
か
ら
見
る
時
は
収
入
税
額
が
寅
質
的
に
は
せ
れ
だ
け
牧
入
減
と
友
b
J
、
殊
に
関
税
に
於
て
は
と
れ
が
牧

入
滅
D
影
響
は
甚
大
た
る
も
の
あ
り
、
外
貨
捨
保
と
し
て
の
閥
税
収
入
の
確
保
は
そ
の
意
義
大
友
る
も
の
が
あ
る
。
経
て
法
幣
が
低

落
し
て
法
幣
管
理
銀
行
が
銀
行
聞
の
外
貨
責
主
停
止
す
る
に
於
て
は
蛍
局
と
し
て
は
閥
税
受
入
に
つ
い
て
の
法
幣
の
措
世
に
針
策
急

た
る
も
の
を
発
ゆ
る
に
至
っ
た
。
而
し
て
逆
に
納
税
者
側
よ
り
見
る
時
は
、
法
幣
建
を
筆
奥
深
建
に
切
替
え
ら
れ
た
去
す
れ
ば
、
モ

の
市
中
相
揚
に
よ
る
時
は
法
幣
低
落
率
の
差
額
だ
け
増
税
さ
れ
た
結
果
と
在
る
。
従
て
法
幣
使
用
者
の
納
税
額
は
法
幣
潟
替
相
場
の

費
動
に
件
っ
て
動
揺
す
ペ
き
不
安
定
訟
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
租
位
法
幣
納
入
が
新
政
擦
の
強
大
主
加
ふ
る
に
伴
れ
華
興
祭
納

入
に
切
替
ら
る
る
は
賞
然
の
道
程
で
あ
り
、

そ
れ
は
華
興
恭
白
地
位
を
確
立
せ
し
め
華
興
晶
悼
の
流
極
主
披
大
せ
し
む
る
こ
と
忙
た

る
。
か
く
し
て
関
税
徴
牧
に
華
興
券
納
入
が
賞
施
さ
れ
た
E
と
に
つ
い
て
華
興
卑
悼
の
流
通
商
披
大
と
華
奥
山
部
白
流
通
促
進
は
概
括
的

に
見
て
も
、
関
税
納
入
に
用
ひ
ら
る
る
だ
け
流
通
商
を
鏑
大
す
る
傾
向
を
濃
厚
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
悌
的
に
見
れ
ば
扶
幣
漸
落

の
傾
向
に
於
て
は
華
奥
掠
へ
事
前
に
於
て
交
換
し
亡
納
税
す
る
の
傾
向
を
醸
成
す
る
管
で
あ
る
。
更
に
華
興
雰
ム
」
護
法
幣
と
に
つ
い

て
の
換
算
率
は
必
や
し
も
而
揚
の
寧
と
同
一
で
は
な
〈
、
多
少
乍
ら
華
興
恭
に
有
利
と
在
っ
て
居
り
、
事
興
参
の
流
通
促
進
の
一
助

に
も
と
の
意
向
を
識
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
己
の
華
興
赤
を
も
っ
て
す
る
闘
税
納
入
は
一
一
同
関
税
李
白
寅
質
的
経
更
を
貸
し
、
従
量

税
に
つ
い
て
は
凡
そ
五
割
の
引
上
、
従
僚
税
に
つ
い
て
は
一
部
は
五
割
程
度
の
引
上
で
あ
る
が
一
部
に
は
間
程
度
の
引
下
と
云
ふ
と

と
に
な
っ
た
。
か
く
て
九
月
一
日
よ
り
上
海
海
闘
で
は
華
興
捺
建
に
よ
る
閥
枕
徴
収
が
寅
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
八
月
三
十
一
日

海
閥
監
督
李
館
前
布
告
に
よ
れ
ば

華
輿
商
業
融
行
俸
の
輔
能

弾
五
十
巻

三五

七

第

控

宝王

七



華
興
商
業
銀
行
券
の
槽
曲

静
五
十
巻

三五
戸込

豆王

丹、

告再

韓

政
府
命
令
一
一
ヨ
リ
九
月
一
日
以
降
海
闘
金
草
世
券
及
ピ
同
小
切
手
一
一
ヨ
リ
闘
抽
納
入
ハ
受
理
セ
ズ
鳩
テ
ノ
闘
枕
及
ピ
詩
肱
入
ハ
華
興
券
又
ハ
法
幣
一
一

ヨ
ヲ
納
入
ス
ベ
シ
、
海
閥
金
単
位
品
川
窪
夏
ナ
キ
モ
官
地
酒
貸
ノ
封
英
六
斤
ヲ
限
度
ト
ス
ル
下
落
』
考
慮
一
一
容
レ
ラ
レ
ザ
ル
毛
ノ
ト
ス
、
即
チ
徴
税

換
算
串
ハ
宮
地
謁
貨
伺
値
ガ
六
片
以
下
ト
ム
ア
ル
迄
ハ
費
更
ナ
ク
右
以
下
ト
ナ
ル
時
ρ

六
片
及
ピ
市
場
相
場
ト
ノ
業
額
ユ
相
官
ス
ル
調
整
ヲ
少
ス
ペ
キ

モ
ノ
ト
ス
、
海
閥
金
単
位
ト
華
興
穿
止
ピ
奮
桂
幣
ト
ノ
換
算
串
及
ピ
華
興
券
ト
醤
法
幣
ト
ノ
換
算
事
ハ
毎
日
海
闘
ミ
告
示
ス

と
い
ふ
己
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
右
に
よ
れ
ば

(
一
)
海
関
白
牧
入
に
は
海
関
金
単
位
器
及
び
同
小
切
手
は
停
止
さ
れ
て
、
華
興
裁
を
も
っ
て
納
入
せ
し
む
る
、
但
し
一
定
の
換
算

卒
に
於
て
計
算
さ
れ
た
る
法
幣
を
も
っ
て
す
る
納
入
も
出
来
る
。

(
二
)
輸
出
税
樽
口
砥
等
法
幣
建
で
徴
牧
し
て
居
た
も
D
は
従
前
週
り
と
し
て
轡
更
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
華
興
雰
納
入
白
場
合

は
公
一
不
換
算
率
に
よ
り
差
額
だ
け
の
割
引
と
た
る

(
三
)
輸
入
況
は
海
閥
金
権
位
建
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
門
に
於
で
貫
質
的
修
正
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
関
税
交
捕
に
つ
き
海
関
金

均

単
位
を
換
算
す
る
に
は
最
低
六
片
白
償
値
を
有
す
る
通
貨
車
位
を
採
用
す
る
。

か
〈
し
て
闘
税
が
華
興
歩
納
入
と
な
る
と
と
に
よ
っ
て
、
営
局
は
一
面
海
閥
牧
入
の
確
保
を
期
し
他
国
華
輿
券
の
流
通
促
進
を
闘

り
得
る
・
わ
け
で
あ
る
が
、
輪
出
税
に
つ
い
て
は
華
輿
拍
車
納
入
は
法
幣
と
の
比
率
だ
け
割
安
・
と
た
り
、
輪
入
税
に
つ
い
て
は
法
幣
納
入

は
華
興
祭
と
の
比
率
だ
付
増
税
と
な
っ
た
わ
貯
で
あ
り
.
要
す
る
に
華
奥
券
と
法
幣
の
比
率
だ
砂
華
興
恭
が
有
利
と
怠
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
而
し
て
海
闘
金
単
位
建
即
ち
輸
入
税
に
つ
い
て
は
海
闘
金
車
位
を
英
貨
建
相
揚
忙
換
算
す
る
方
法
は
従
来
と
同
様
で
あ
り
、

モ
の
算
出
さ
れ
た
英
貨
建
相
揚
か
ら
華
奥
多
相
揚
E
算
出
す
る
に
は
念
に
高
率
閥
税
・
と
た
る
を
慮
り
茜
法
幣
の
法
定
卒
左
り
し
一
志

二
片
牢
が
採
ら
れ
る
白
で
あ
っ
て
、
者
間
法
幣
が
六
片
(
幸
典
枇
悼
の
封
英
相
場
)
ま
で
の
下
落
は
差
損
の
這
加
徴
牧
は
た
〈
、
葎
法
幣
が

六
片
以
下
に
た
っ
た
時
に
現
寅
相
場
と
六
片
と
の
差
額
が
追
加
徴
牧
せ
ら
れ
、
偲
に
法
幣
が
六
片
以
上
に
左
っ
た
時
は
そ
の
現
責
白

相
揚
を
採
り
、
六
片
に
て
打
切
と
在
る
も
の
で
は
左
い
。
而
し
て
海
闘
公
一
不
の
華
興
泰
司
と
奮
接
幣
と
の
換
算
率
は
華
輿
券
と
習
法
幣
と

民岡二十八年八月三十一日積関内部命令多照18) 



の
市
中
相
場
よ
り
多
少
乍
ら
華
輿
券
に
有
利
と
す
る
こ
と
に
怒
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
と
の
角
度
か
ら
も
既
漣
の
如
〈
華
輿
且
悼
の
流
通
が

促
進
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

火
に
右
の
総
入
枕

D
華
興
祭
納
入
が
寅
施
さ
れ
た
結
岡
市
、
関
税
竿
の
資
質
的
措
虫
夏
一
が
賛
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
で
従
量
税
の
全
般
的

引
上
、
従
慎
枕
の
中
第
三
園
品
へ
の
引
上
、
日
本
品
へ
の
引
下
と
な
っ
た
が
、
と
れ
は
殊
更
第
一
一
一
園
口
聞
に
不
利
に
日
本
品
に
有
利
な

る
ペ
き
計
算
法
が
執
ら
れ
た
も
の
で
は
な
〈
、
従
来
の
不
営
注
る
算
出
白
修
正
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
ら
一
麿
と

L
忙
海
闘
の
課
税

債
格
の
算
出
に
つ
い
て
己
の
結
を
把
握
し
て
置
き
た
い
。

先
づ
晦
闘
金
車
位
の
換
算
は
倫
設
金
塊
相
場
と
上
海
の
劃
英
鎚
替
相
拘
留
か
ら
算
出
吉
れ
る
。

印
私
，
一
海
閥
金
単
位
純
金

O
、
六

O
一
八
六
六
五
を
オ
ン
ス
建
倫
塾
金
塊
相
場
に
換
算
す
る
に
は
次
の
恒
数
C
、
一
九
一
一
一
五
を
用
ひ
否
。

A
H
O
O
]
{

∞。。、
e
w
'
p

番
蝉
昨
畠
誼
締

X
I
l
l
1
1
1
;
I
l
l
1
1
-
-

A

里
山
司
、
て
て
×
。
。
白
山
F
J
3
-
w
U
J
H
∞、

whr

番
制
問

hv詩
話
結
×
。
冨
白
血
H
l蔚
璽
ゆ
冊
蒔
百
叫
耳
斗
制
崩
事

右
を
蓄
法
幣
白
割
英
相
場
た
P

L
一
志
ニ
片
半
で
除
す
時
海
閥
金
草
位
正
醤
法
幣
白
換
算
事
が
算
問
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
(
現
貨
に
は
銀
行
の

v

l

グ
シ
が
加
算
さ
れ
る
)
而

L
て
事
興
穿
は
萄
法
帯
の
従
講
の
法
定
相
場
た
り
し
一
志
ニ

H
宇
で
計
算
す
る
か
ら
右
が
そ
の
ま
L

海
閥
金
草
枕
主
華
興
券

白
換
算
事
左
な
る
。
こ
の
場
合
華
興
穿
と
法
幣
と
の
換
算
卒
は
市
中
相
場
を
基
礎
と
し
て
草
興
券
に
若
干
の
有
利
性
を
持
た

L
て
、
法
幣
で
納
税
ナ
る

よ
り
も
華
興
券
で
抽
積
ず
る
機
運
を
醜
成
し
、
華
興
券
の
流
誼
促
遜
を
圃
る
仕
組
み
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
及
び
問
中
興
穿
白
調
貨
の
野
菜
錦
替
相
場
一
ハ
片

を
用
ひ
ず
し
て
一
志
ニ
片
牛
を
基
準
と
し
て
右
目
指
関
金
車
位
と
革
興
券
の
換
算
串
を
算
出
し
た
の
は
一
事
に
高
車
関
税
と
な
る
を
避
け
て
先
き
に
釘

付
さ
れ
た
る
醤
桂
幣
の
法
定
換
算
事
一
志
ニ
片
平
を
踏
襲
し
た
る
も
の
な
あ
と
と
は
既
に
醐
れ
た
所
で
あ
る
。
従
っ
て
納
担
額
に
費
動
を
生
干
る
白
は

草
興
券
と
奮
法
幣
と
の
換
算
半
に
よ
る
差
額
百
け
法
幣
を
以
て
綿
揖
す
る
者
に
噌
穂
と
な
る
わ
け
で
晶
り
、
か
く
し
て
今
喪
開
祖
を
華
輿
券
納
入
に
費

更
し
た
る
こ
と
に
よ
り
詰
幣
崩
落
に
よ
る
閥
砥
肱
入
の
質
質
的
減
少
防
止
と
華
興
券
流
通
の
揖
大
を
質
款
あ
ら
し
め
ん
と
し
た
凸
で
あ
っ
た
。
か
〈
修

正
さ
れ
る
と
と
に
よ
り
例
へ
ば
奮
法
幣
を
凹
片
ル
一
せ
ば
華
輿
券
白
六
片
に
比
し
i
割
右
目
関
税
引
上
、
と
な
る
。

か
〈

L
て
華
興
穿
納
入
に
改
め
ら
恥
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
量
税
に
づ
い
て
も
従
情
聴
に
つ
い
て
も
共
に
五
割
の
噌
徴
と
な
否
が
、
従
債
視
に
つ
い
て

事
興
商
業
銀
行
穿
白
樺
龍

最
五
十
巻

五
7t. 

第
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三五

九



第
五
十
巻

停

鵠

芳、
O 

欝
輿
商
業
銀
行
券
白
機
能

プミ

O 

例
外
と
七
て
闘
建
課
税
償
格
算
定
方
法
の
艶
化
は
日
本
品
に
引
下
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
法
幣
建
に
つ
い
て
も
傾
向
を
同
ピ
〈
ず
る

・
も
の
で
あ
る
。
右
は
従
来
「
法
定
相
場
」
に
よ
っ
て
ゐ
た
も
の
を
師
ち
法
幣
に
つ
い
て
は
一
志
二
片
宇
を
聞
に
つ
い
て
は
一
志
ニ
片
を
夫
々
「
市
場
相
場
」

に
よ
る
と
と
に
改
め
ら
加
た
結
果
、
事
興
券
納
入
に
よ
る
帯
徴
が
あ
っ
て
も
、
圃
並
陀
法
幣
建
従
慣
品
目
に
は
滅
積
出
大
幅
に
行
は
れ
る
こ
と
誌
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
九
月
一
目
白
相
場
並
換
軍
事
に
つ
い

C
計
算
の
一
斑
を
見
る
に
失
白
如
〈
で
あ
る
。

評
議
題
出
司
糊
話
網

H

凶
Uω
一叫ん山昇

時
咽
哨
肝
向
日
骨
精
誼
結

H
。
。
凶

u
E圏

語
習
砂
冊
舟
潜
噛
州
官
同
。
-E事

u岳
町
。
(
国
ω
ゆ
世
市
岡
(
H
ヰ
日
。
。
自
己
ゆ
冊
脅
)

耳

ト

斤

H
雪
国

H
目
。
回
。
hw冊
常

同
ゆ
幅
博
M
u
p
o
ω
ω
蝿
源
地
官
(
捨
曹
司
昨
噌
暢
)

H

酔
冊
博

H
S同
日
刊
叶
講

同
機
凋
凶
噛
1
H・8
昨
講

崩

E

F

(
H
S
H
X
ω
山
附
与
}
×
。
自
立
酔
櫨
博

x
e
H
X
P
E回
国

U
H
Z
M円

台
。
。
出
×
叫
山
山
平

)
V
A
0
8
3砕
世
帯

x。
H
X
S凶
回
出
H
A
F
M
M
出

(
恥
一
自
国
戸
『
同
制
)
1
Pお
討
U
。
m
q

咽一』
υ

巴

輔

副

(
Z
E
x
。・
ω
s
h
w
M官
需
)
x
。
H
X
問
自
白
同
日
∞
ミ
同

っ
き
凶

X
M
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咋
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判
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磁
洋
輔
M
n

県
阿
部
理
相
M
円

四
時
国
樽
半
粗
削
円

か
(
し
て
英
凶
品
も
日
本
品
も
同
時
四
地
位
に
修
正
さ
れ
待
た
わ
け
で
あ
り
、
法
幣
下
落
と
法
定
相
場
の
据
世
か
ら
し
て
第
一
一
一
闘
は
闘
抵
の
賃
質
的

世
山
ヂ
ル
一
な
っ
て
ゐ
た
場
合
国
債
低
落
に
よ
り
日
本
品
は
均
謡
し
得
ぎ
り

L
不
均
衛
の
改
正
が
行
は
れ
た
自
で
あ
っ
て
、
停
=
一
闘
に
封

L
て
酷
吏
噌
徴
が

行
は

ιた
る
も
白
で
は
な
い
。

な
ほ
今
次
回
改
正
に
際

L
中
央
銀
行
は
自
ら
拍
車
す
る
こ
と
i
A

な
り
、
横
薗
正
金
銀
行
は
従
来
の
闘
臨
の
惇
管
の
み
な

b
ず
新
に
閥
般
の
徴
牧
事
務

法棺建の場合且園建民閥二十八年九月 日税関鑑定課檀書は外貨建白場合、
の場合につき設課白職員心得企 Lて規定す。
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り

も
中
央
強
行
に
代
り
て
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。

華
興
象
は
と
れ
が
公
施
公
課
の
受
入
に
於
て
も
布
の
如
〈
議
展
過
程
を
辿
っ
て
来
た
が
、
元
来
事
興
裁
は
中
文
白
金
融
梗
塞
を
媛

和
し
中
支
民
衆
を
金
融
不
安
よ
り
救
消
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
車
在
る
金
融
梗
塞
の
緩
和
と
云
ふ
よ
り
も
更
に
前
進

し
℃
と
れ
が
打
開
を
有
放
取
ら
し
む
べ
く
‘
先
づ
貿
易
金
融
に
主
力
を
置
い
て
出
殺
し
た
。
従
て
龍
法
幣
へ
の
便
乗
的
立
場
は
そ
の
安

定
性
あ
る
限
り
に
於
て
意
義
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
葎
法
幣
の
崩
壊
忙
際
舎
す
る
に
至
ら
ぽ
華
興
雰
は
濁
自
の
立
場
を
探
る
を

要
せ
し
は

h

管
法
幣
不
安
よ
り
民
衆
の
救
済
上
必
要
な
る
と
共
に
華
興
家
を
D
も
の
の
た
め
に
も
常
然
考
慮
E
梯
は
ぎ
る
を
得
友
h
つ

た
白
で
あ
る
。
か
か
る
世
割
合
華
興
泰
に
よ
る
物
償
基
準
の
安
定
へ
の
要
求
が
必
然
志
起
し
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
わ
く
し
て
幸
典
参

は
健
全
在
る
通
貨
制
度
樹
立
へ
の
恭
礎
付
を
窒
阿
に
し
一
歩
一
歩
そ
D
完
全
に
近
づ
き
得
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
と
れ
が
針
策

上
回
考
慮
は
向
後
に
於
て
益
々
強
化
さ
れ
た
く
て
は
た
ら
た
い
。

ア
イ

y
チ
ツ
ヒ
は
今
失
事
援
を
日
本
は
何
故
に
自
己
。
ー

γ官
官
官
当
官
を
呼
ば
宇
し
て

H
2
2
常
旦
と
稀
す
か
と
し
て
、
事
寛
を
そ

の
あ
り
白
ま
ま
に
友
一
百
せ
ざ
る

]
ゆ
問
巳
出

E
Eロ
旧
態
度
は
や
が
て
は
欧
羅
巴
白
戦
争
忙
闘
し
で
も
そ
の
金
融
財
政
文
献
に
於
て
「
戦

争
」
の
代
り
に
寸
事
拙

EE--昌
来
が
一
般
化
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
批
判
的
に
述
べ
て
ゐ
る
が
、
ず
人
は
日
支
戦
争
と
一
言
宇
又
日

支
事
鑓
と
も
用
ひ
令
し
て
支
郊
事
愛
と
四
附
す
る
。
こ
れ
が
詮
索
に
つ
き
で
は
今
共
事
援
の
意
義
を
朋
に
す
る
に
よ
り
て
昨
応
酬
さ
れ
得

る
す
あ
ら
う
が
、
宣
戦
の
布
背
左
き
己
の
支
那
事
費
は
講
和
な
L
K
終
結
す
る
?
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
は
片
清
か
ざ
る
ま
ま
に
放
置

さ
れ
る
白
で
は
た
〈
し
て
、
片
清
か
友
い
の
が
し
主
君
ど
い
行
き
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
華
興
恭
は
己
の
崎
川
市
本
に
道
義
的
根
良
一
に
経
済

的
責
利
を
機
能
と
し
て
そ
れ
自
身
の
進
路
を
開
拓
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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